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(57)【要約】
【課題】本発明は、便利に操作することができるコンピ
ューターキャビネットを提供することを目的とする。
【解決手段】本発明のコンピューターキャビネットは、
フロントパネル、リアパネル、前記フロントパネル及び
前記リアパネルを接続するボディーを備え、前記フロン
トパネルには、少なくとも１つの第一ネットワークケー
ブルインターフェースが設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フロントパネル、リアパネル、前記フロントパネル及び前記リアパネルを接続するボデ
ィーを備えてなるコンピューターキャビネットであって、
　前記フロントパネルには、少なくとも１つの第一ネットワークケーブルインターフェー
スが設けられることを特徴とするコンピューターキャビネット。
【請求項２】
　前記リアパネルには、少なくとも１つの第二ネットワークケーブルインターフェースが
設けられることを特徴とする請求項１に記載のコンピューターキャビネット。
【請求項３】
　前記コンピューターキャビネットは、制御装置をさらに備え、
　前記制御装置は、コントローラー、前記コントローラーに接続される第一ＬＥＤランプ
及び第二ＬＥＤランプを備え、
　前記コントローラーは、前記コンピューターキャビネットの内部に設けられ、且つ前記
第一ネットワークケーブルインターフェース及び前記第二ネットワークケーブルインター
フェースに接続され、
　前記第一ＬＥＤランプは、前記フロントパネルに設けられ且つ前記第一ネットワークケ
ーブルインターフェースに近接しており、前記第二ＬＥＤランプは、前記リアパネルに設
けられ且つ前記第二ネットワークケーブルインターフェースに近接しており、
　前記コントローラーは、前記第一ネットワークケーブルインターフェース又は前記第二
ネットワークケーブルインターフェースにネットワークケーブルが接続されたか否かを検
出するために用いられ、
　前記第一ネットワークケーブルインターフェース又は前記第二ネットワークケーブルイ
ンターフェースにネットワークケーブルが接続されると、前記コントローラーは前記第一
ＬＥＤランプ又は前記第二ＬＥＤランプを制御して第一状態を表示させ、前記第一ネット
ワークケーブルインターフェース又は前記第二ネットワークケーブルインターフェースに
ネットワークケーブルが接続されないと、前記コントローラーは前記第一ＬＥＤランプ又
は前記第二ＬＥＤランプを制御して第二状態を表示させることを特徴とする請求項２に記
載のコンピューターキャビネット。
【請求項４】
　前記第一ネットワークケーブルインターフェース又は前記第二ネットワークケーブルイ
ンターフェースにネットワークケーブルが接続されると、前記コントローラーは前記第一
ＬＥＤランプ又は前記第二ＬＥＤランプを制御して点灯させ、前記第一ネットワークケー
ブルインターフェース又は前記第二ネットワークケーブルインターフェースにネットワー
クケーブルが接続されないと、前記コントローラーは前記第一ＬＥＤランプ又は前記第二
ＬＥＤランプを制御して消灯させることを特徴とする請求項３に記載のコンピューターキ
ャビネット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピューターキャビネットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンピューターキャビネットは、ユーザーに対面するフロントパネル及びユーザーに背
面するリアパネルを備える。ネットワークケーブルインターフェース、ＶＧＡインターフ
ェース及びＵＳＢインターフェースなどは、一般的にリアパネルに設けられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、コンピューターをテストするか又は修理する場合、コンピューターキャビネッ
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トを移動させるか又はユーザーがコンピューターキャビネットの後方に行って、これらの
インターフェースに対して操作することが必要とされるので、操作が不便である。
【０００４】
　本発明の目的は、前記課題を解決し、便利に操作することができるコンピューターキャ
ビネットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係るコンピューターキャビネットは、フロントパネル、リアパネル、前記フロ
ントパネル及び前記リアパネルを接続するボディーを備え、前記フロントパネルには、少
なくとも１つの第一ネットワークケーブルインターフェースが設けられる。
【発明の効果】
【０００６】
　従来の技術に比べて、ユーザーが本発明のコンピューターキャビネットのネットワーク
ケーブルインターフェースに接続されたネットワークケーブルを抜き出す際、前記コンピ
ューターキャビネットを移動させるか又は自分が前記コンピューターキャビネットの後方
に行くことが必要とされない。特に、前記コンピューターキャビネットを狭い空間に設置
する場合、その便利さはさらに十分に表される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係るコンピューターキャビネットの構造を示す図である。
【図２】図１に示すコンピューターキャビネット内の制御装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【０００９】
　図１を参照すると、本発明の実施形態に係るコンピューターキャビネット１０は、ユー
ザーに対面するフロントパネル１００と、ユーザーに背面するリアパネル２００と、前記
フロントパネル１００及び前記リアパネル２００を接続するボディー３００と、を備える
。
【００１０】
　前記フロントパネル１００の上部には、複数の第一ＵＳＢインターフェース１０４、オ
ーディオインターフェース１０６、マイクインターフェース１０８及びカードリーダーイ
ンターフェース１１０が設けられ、前記フロントパネル１００の中部には、光学ドライブ
挿入口１１２が設けられ、前記フロントパネル１００の下部には、第一ネットワークケー
ブルインターフェース１０２及び第一ＶＧＡインターフェース１１４が設けられる。前記
第一ネットワークケーブルインターフェース１０２、複数の前記第一ＵＳＢインターフェ
ース１０４、前記オーディオインターフェース１０６、前記マイクインターフェース１０
８及び前記第一ＶＧＡインターフェース１１４は、全て前記コンピューターキャビネット
１０の内部のマザーボード（図示せず）に接続される。
【００１１】
　前記リアパネル２００には、第二ネットワークケーブルインターフェース２０２、第二
ＶＧＡインターフェース２０４及び複数の第二ＵＳＢインターフェース２０６が設けられ
る。前記第二ネットワークケーブルインターフェース２０２、前記第二ＶＧＡインターフ
ェース２０４及び複数の前記第二ＵＳＢインターフェース２０６は、全て前記コンピュー
ターキャビネット１０の内部のマザーボード（図示せず）に接続される。
【００１２】
　ユーザーが前記コンピューターキャビネット１０の各々のインターフェースに接続され
た接続ケーブルを抜き出す際、前記コンピューターキャビネット１０を移動させるか又は
自分が前記コンピューターキャビネット１０の後方に行くことが必要とされない。特に、
前記コンピューターキャビネット１０を狭い空間に設置する場合、その便利さはさらに十
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【００１３】
　図２を参照すると、前記コンピューターキャビネット１０は、制御装置４００をさらに
備える。前記制御装置４００は、コントローラー４０２、前記コントローラー４０２に接
続される第一ＬＥＤランプ４０４及び第二ＬＥＤランプ４０６を備える。前記コントロー
ラー４０２は、前記コンピューターキャビネット１０の内部に設けられ、且つ前記第一ネ
ットワークケーブルインターフェース１０２及び前記第二ネットワークケーブルインター
フェース２０２に接続される。前記第一ＬＥＤランプ４０４は、前記フロントパネル１０
０に設けられ、且つ前記第一ネットワークケーブルインターフェース１０２に近接してい
る。前記第二ＬＥＤランプ４０６は、前記リアパネル２００に設けられ、且つ前記第二ネ
ットワークケーブルインターフェース２０２に近接している。前記コントローラー４０２
は、前記第一ネットワークケーブルインターフェース１０２及び前記第二ネットワークケ
ーブルインターフェース２０２の中の一方にネットワークケーブルが接続されたか否かを
検出するために用いられる。前記第一ネットワークケーブルインターフェース１０２又は
前記第二ネットワークケーブルインターフェース２０２にネットワークケーブルが接続さ
れると、前記コントローラー４０２は前記第一ＬＥＤランプ４０４又は前記第二ＬＥＤラ
ンプ４０６を制御して点灯させて、前記コンピューターキャビネット１０にネットワーク
ケーブルが接続されていることを表示する。前記第一ネットワークケーブルインターフェ
ース１０２又は前記第二ネットワークケーブルインターフェース２０２にネットワークケ
ーブルが接続されないと、前記コントローラー４０２は前記第一ＬＥＤランプ４０４又は
前記第二ＬＥＤランプ４０６を制御して消灯させて、前記コンピューターキャビネット１
０にネットワークケーブルが接続されていないことを表示する。
【００１４】
　以上、本発明を実施例に基づいて具体的に説明したが、本発明は、上述の実施例に限定
されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種種の変更が可能であること
は勿論であって、本発明の技術的範囲は、以下の特許請求の範囲から決まる。
【符号の説明】
【００１５】
　１０　コンピューターキャビネット
　１００　フロントパネル
　１０２　第一ネットワークケーブルインターフェース
　１０４　第一ＵＳＢインターフェース
　１０６　オーディオインターフェース
　１０８　マイクインターフェース
　１１０　カードリーダーインターフェース
　１１２　光学ドライブ挿入口
　１１４　第一ＶＧＡインターフェース
　２００　リアパネル
　２０２　第二ネットワークケーブルインターフェース
　２０４　第二ＶＧＡインターフェース
　２０６　第二ＵＳＢインターフェース
　３００　ボディー
　４００　制御装置
　４０２　コントローラー
　４０４　第一ＬＥＤランプ
　４０６　第二ＬＥＤランプ
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【図１】

【図２】
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